
　
　

園
児
や
保
護
者
の
皆
さ
ん
に
と
っ

て
、
民
営
化
で
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

サ
ー
ビ
ス
の
低

下
に
な
ら
な
い

よ
う
、
よ
り
良

い
保
育
所
と
な

る
よ
う
、
運
営

法
人
と
打
合
せ

を
重
ね
て
い
き

ま
す
の
で
、
ご

理
解
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
民
営
化
す
る
保
育
所
の
選
定

　　

民
間
移
管
後
の
園
経
営
が
成
り
立
つ
こ

と
を
前
提
に
、次
の
選
定
基
準
を
設
け
て

い
ま
す
。

❶
継
続
し
て
１
０
０
人
以
上
の
入
所

児
童
を
確
保
で
き
る
。

❷
交
通
の
便
が
良
く
、広
い
地
域
か
ら

園
児
を
集
め
ら
れ
る
。

❸
施
設
・
設
備
整
備
後
の
年
数
が
、あ

ま
り
経
過
し
て
い
な
い
。

❹
公
立
、私
立
の
選
択
が
で
き
る
よ
う

地
域
内
に
複
数
の
保
育
所
が
設
置

さ
れ
て
い
る
。

　

右
の
選
定
基
準
を
基
に
、民
営
化
の
対
象

と
な
る
保
育
所
を
選
定
し
ま
し
た
。

◉
漆
田
保
育
園（
東
赤
石
一
丁
目
62
番
地
）

　　
民
間
保
育
所
に
な
っ
た
ら

❖
入
園
申
込

公
立
保
育
と
同
様
に
、市
職
員
と
保
護

者
、児
童
と
の
対
面
形
式
で
行
い
ま
す
。

❖
保
育
料

公
立
保
育
と
同
様
に
、市
が
基
準
額
表

を
基
に
決
定
し
、徴
収
し
ま
す
。

❖
特
別
保
育

長
時
間
保
育
、一
時
保
育
な
ど
の
料
金

は
実
費
徴
収
と
な
り
ま
す
。（
公
立
保
育

と
別
額
の
場
合
あ
り
）ま
た
、民
間
独
自

の
サ
ー
ビ
ス
を
設
定
し
た
場
合
は
、別

途
徴
収
と
な
り
ま
す
。

❖
園
児
服

運
営
法
人
決
定
後
に
決
定
さ
れ
ま
す
。

❖
入
所
承
諾

就
労
の
状
況
や
通
園
地
区
な
ど
の
状
況

に
よ
り
１
年
ご
と
で
判
断
さ
れ
ま
す
。

申
込
者
多
数
の
場
合
、公
立
保
育
と
同

様
に
転
園
を
お
願
い
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

❖
保
育
士
配
置

移
管
前
に
、市
保

育
士
と
法
人
保
育

士
が
一
緒
に
保
育
す
る
引
継
ぎ
を
１
年

間
程
度
予
定
し
て
い
ま
す
。

民
営
化
後
は
、運
営
法
人
の
職
員（
保
育

士
）で
保
育
し
ま
す
。

　
民
営
化
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

❖
平
成
24
年
度

　

・
漆
田
保
育
園
移
管
法
人
選
定
委
員
会

　
　

設
立

　
　
（
保
護
者
も
構
成
委
員
に
含
む
）

　

・
移
管
法
人
の
募
集
、
決
定

❖
平
成
25
年
度

　

・
移
管
法
人
と
の
引
継
ぎ

　

・
移
管
に
係
る
覚
書
締
結

❖
平
成
26
年
４
月

　

・
漆
田
保
育
園
民
営
化
ス
タ
ー
ト

■ぐるりんバスの時刻表を改正します
　市民の皆さんに親しまれている「ぐるりんバス」
は、より利用しやすいコミュニティバスを目指し、
時刻表の一部改正と童浦線沿線上のバス停の新設と
一部バス停の名称変更を行います。　　　　　　

今回の改正により、各バス停留所出発時間の
変更がありますので、ご利用の際は、必ずバス停発
車時刻をご確認くださ
い。詳しくは、この号の
広報たはらとあわせて各
ご家庭へお配りする交通
案内チラシをご確認くだ
さい。

●新設するバス停
　童浦線　「笠山公園」　（笠山公園付近）
●名称変更となるバス停
　童浦線　「吉胡台→シェルマよしご」

▶市民協働課☎２３局３５０４

●漆田保育園
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